
指定難病に関する情報は、「難病情報センター」ウェブサイトをご覧ください。

都道府県・指定都市ごとの相談窓口や難病指定医・難病指定医療機関、

指定難病の疾病概要や診断基準などが掲載されています。

注１ 重症度分類を満たさない場合であっても、以下の要件を満たした方は医療費助成の対象となります（軽症

高額対象者）。軽症高額対象者は、医療費助成の開始時期を、「その基準を満たした日の翌日」とします。

注２ 診断書（臨床調査個人票）の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被

災した など （具体的な事例は、最終ページをご覧ください。）

注３ 特定医療費の支給開始日を確認するため、指定医が臨床調査個人票に記載された内容を診断した日（診断

年月日）を臨床調査個人票に記載します。

⚫ 医療費助成の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断した日」等注１とします。

⚫ ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月とします。「重症度分類を満たしていることを診断した

日」等と比較して、より遅い日付が医療費助成開始日となります。

例）「重症度分類を満たしていることを診断した日」等が4月10日、申請日の１か月前が4月15日

→4月15日が医療費助成開始日

⚫ 診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由注2があるときは最長3か月まで

延長します。

難病情報センター 検索

https://www.nanbyou.or.jp/

指定難病と診断された皆さまへ

医療費助成開始日は、「重症度分類を満

たしていることを診断した日」等の日付

まで遡ることができます

医療費助成開始日のイメージ
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具 体 的 な 判 断 方 法 等 に つ い て は 、 次 ペ ー ジ 以 降 を ご 確 認 く だ さ い 。

な お 、 医 療 費 助 成 の 申 請 方 法 に つ い て 、 詳 し く は お 住 ま い の 区 役 所 ・ 総 合 支 所 の

障 害 高 齢 課 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

令和７年７月
仙台市

申請日の

１か月前

やむを得ない理由がある場合

助 成 要 件
申請月以前の 1 2か月以内に、その治療に要した医療費総額が 3 3 , 3 3 0円

を超える月が3月以上あること

「重症度分類を満

たしていることを

診断した日」等注１

原則

申請日の

３か月前

×（この日付までは遡れません）



●　支給開始日に関する事項

●　登録者証に関する事項 ※登録者証のみ申請する場合は、太枠内のみ記入してください。詳細につきましてはホームページをご覧ください。

（同意しない項目は、二重線で消してください。）

　(あて先) 厚生労働大臣

　　私は、指定難病の医療費助成又は登録者証の申請に当たり提出した臨床調査個人票の情報が、①厚生労働省のデータ

  ベースに登録されること、②研究機関等の第三者に提供され、指定難病に関する創薬の研究開発等に利用されることに

  同意します。

　(あて先) 仙台市長

 　 私は、本申請書に記載した情報のうち、受診者及び保護者の住所、氏名について自己の疾患に関連する講演会等の

  案内を郵送する等その目的に必要な範囲内で仙台市が情報を利用することに同意します。

    私は、申請、認定にあたり、仙台市が受診者及び受診者の属する世帯員の市町村民税情報や収入状況、医療保険の

  加入状況等について調査・閲覧することに同意します。

 （上記について同意しない場合は、市民税の課税（非課税）証明書等を添付してください。）

   □ 難病の患者に対する医療等に関する法律第６条第１項の規定により、特定医療費の支給認定を申請します。

　令和　 　年　　 月　 　日

　        

受診者/要支援者

申請者氏名
(申請者は、18歳未満の場合は保護者、それ以外は受診者/要支援者です。)

私は、この申請書に記載された内容が申請日時点の情報と相違ないことを確認のうえ、記載のとおりに申請します。

臨床調査個人票に記載の「診断年月日」を
記載してください。 ※3

令和　 　年　　月　　日

【左記の日付が申請日から1か月以上前の場合、申請までに時間を要した理由をチェックしてください。】

 □臨床調査個人票の受領に時間を要したため
 □症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
 □大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
 □その他

 □特段の理由はない

登録者証申請

交付種別

※3　特定医療費の支給開始日は、指定医が重症度分類を満たしていると診断した日（診断年月日）又は軽症高額の基準を満たした日の翌日（ただ

   　し遡り期間は原則申請日から1か月前（やむを得ない理由により申請が行えなかった場合は最長3か月前）の同じ日）まで遡ることが可能で

     す。臨床調査個人票の「診断年月日」が空欄の場合は、軽症高額の基準を満たした日の翌日の日付を記載してください。ただし、更新の場合

     はいずれも原則記載不要です。

         申請する              ・           申請しない             ・     発効済（発効自治体名：          )

    マイナンバー情報連携       ・    マイナンバー情報連携と紙交付  ・                紙交付
 （マイナンバーカードを持っている）            （マイナンバーカードを持っている）          （マイナンバーカードを持っていない）

【申請書の記載方法】
申請書に臨床調査個人票の記載年月日等を記載していただく必要があります。

「申請書」と「臨床調査個人票」等 (以下参照)をご用意いただき、

右ページのフローにならって記載してください

疾病追加
それ以外

新規申請 更新申請

対象 対象外  (※１)

医療費助成開始日の判断について

申請書の の

の記載は不要です。

申請書の に

「臨床調査個人票の記載年月

日等」を記載して申請してく

ださい。

[申請書の例]

[臨床調査個人票]

(※1)  ただし、支給認定有効期間満了後の申請と

なってしまった方は遡りの対象となります。

■重症度分類を満たす方の場合 ■軽症高額該当基準を満たす方の場合

領収書等で確認した

「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」

※「重症度分類」および「軽症高額該当基準」の両方を満たす方は、

より遡りが可能な日を記載し、適用することができます。

[領収書等]

指定難病の医療費助成を申請される皆さまへ

・指定医療機関の変更

・自己負担上限額の変更

B B

変更申請

【申請の種類】
遡りが可能な申請は、「新規申請」と「変更申請（疾病追加）」です。

こちらの欄

A



から までの期間が、１か月以内である

はい いいえ

やむを得ない理由の例については、次のページをご参照ください

申請が遅れたことにやむを得ない理由がある

はい いいえ

から までの期間が3か月以内である

はい いいえ

の日付を記載してください。

右側のチェックボックスの

記載は「不要」です！

の日付を記載してください。

右側のチェックボックスの

記載が「必要」です！

の日付を記載のうえ、

右側チェックボックスの

「特段の理由はない」にチェック

が必要です！

ただし、遡りはAの日付の1か月

前となります。

の日付を記載してください。

右側のチェックボックスの記

載が「必要」です！

ただし、遡りはAの日付の３

か月前となります。

◆1か月前（3か月前）の考え方◆

1か月前または3か月前の同日とな

ります。ただし、同日が存在しな

い場合は、月末の日となります。

（例１）

が11月15日の場合の1か月前

⇒ 10月15日

（例２）

が５月31日の場合の1か月前

⇒ ４月30日

A

B

：特定医療費の申請日

：(重症度分類を満たす方)臨床調査個人票に記載されている診断年月日

(軽症高額該当基準を満たす方)領収書等で確認した「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」

A B

B

A B

B

A

A

B

B



※以下を参考に申請書のチェックボックスを記載してください。

※その際、証明書類等の提出は必要としません。

申請が遅れたことのやむを得ない理由の例

※診断年月日等から１か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由が

ある場合は、申請日から最大3か月の助成開始時期の遡りの対象となります。
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